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 1
29
-
4

・理
由
附
記
の
不
備
の
訂
正
の
遅
延

・情
報
公
開
審
査
会
へ
の
理
由
説
明
書

提
出
の
遅
延

障
害
者
福
祉
推
進
課

平
成
2
9
年
9
月
3
日

平
成
3
0
年
4
月
3
日
是
正
通
知
後
、
同
様
の
苦
情
申
出

は
な
い

2
29
-
7

・理
由
附
記
の
不
備
の
訂
正
の
遅
延

・情
報
公
開
審
査
会
へ
の
諮
問
及
び
理

由
説
明
書
提
出
の
遅
延

障
害
者
福
祉
推
進
課

平
成
2
9
年
9
月
2
4
日

平
成
3
0
年
4
月
3
日

〃

3
29
-
4
異
議
申
立
人
へ
の
理
由
説
明
書

送
付
の
遅
延

審
査
情
報
課

平
成
2
9
年
9
月
3
日

平
成
3
0
年
4
月
3
日

〃

4
29
-
7
異
議
申
立
人
へ
の
理
由
説
明
書

送
付
の
遅
延

審
査
情
報
課

平
成
2
9
年
9
月
2
4
日

平
成
3
0
年
4
月
3
日

〃

5
29
-
11
・情
報
公
開
審
査
会
へ
の
諮
問
の
遅
延

・審
査
請
求
人
へ
の
諮
問
通
知
の
遅
延

が
ん
セ
ン
タ
ー

平
成
3
0
年
3
月
11
日

平
成
3
0
年
7
月
2
0
日

〃

6
30
-
4
・情
報
公
開
審
査
会
へ
の
諮
問
の
遅
延

・審
査
請
求
人
へ
の
諮
問
通
知
の
遅
延

が
ん
セ
ン
タ
ー

平
成
3
0
年
4
月
4
日

平
成
3
0
年
7
月
2
0
日

〃

7
28
-
2
決
定
通
知
書
の
送
付
の
遅
延

政
策
法
務
課

〃

8
29
-
10
決
定
通
知
書
に
お
け
る
開
示
請
求
日

の
記
載
誤
り

審
査
情
報
課

〃

苦
情

番
号

件
数

苦
情
内
容

担
当
課

苦
情
申
出
日

（
同
一
内
容
の
苦
情

申
出
の
み
記
載
）

是
正
通
知
日

改
善
状
況

【参
考

】 
情

報
公

開
推

進
会

議
 苦

情
申

立
処

理
 是

正
意

見
を

受
け

た
実

施
機

関
の

改
善

状
況

一
覧

（平
成

２
８

年
度

～
平

成
３

０
年

度
　

全
１

６
件

）



6 

 

 9
28
-
4
情
報
公
開
審
査
会
へ
の
諮
問
の
遅
延

障
害
福
祉
課

〃

10
30
-
2

・決
定
通
知
書
の
施
行
日
欄
に
施
行
日

で
は
な
く
決
定
日
を
記
載
し
た

・送
付
の
遅
延

習
志
野
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

11
30
-
3
送
付
の
遅
延

松
戸
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃

12
28
-
8
教
示
文
の
記
載
が
な
い

救
急
医
療
セ
ン
タ
ー

〃

13
29
-
1

・決
定
通
知
書
の
送
付
の
遅
延

・送
付
用
封
筒
に
差
出
人
の
記
載
が
な

い

精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

〃

14
29
-
10
決
定
通
知
書
に
お
け
る
開
示
請
求
日

の
記
載
誤
り

精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

〃

15
29
-
2
決
定
期
限
の
徒
過

浦
安
南
高
等
学
校

〃

16
29
-
8
開
示
請
求
書
の
写
し
の
交
付
の
際
に

費
用
を
徴
収
さ
れ
た

広
報
県
民
課

（
県
警
情
報
公
開
セ
ン

タ
ー
）

〃

是
正
通
知
日

件
数
苦
情

番
号

苦
情
内
容

担
当
課

苦
情
申
出
日

（
同
一
内
容
の
苦
情

申
出
の
み
記
載
）

改
善
状
況


